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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下に相前後して接続して配置されて繊維材料が装入される２個のホッパが、計量容器
の上方に配置されており、上側のホッパの下端部は少なくとも１個の低速回転する送出し
ローラによって閉じられ、下側のホッパの下端部は少なくとも１個の制御可能な遮断フラ
ップによって閉じられ、前記少なくとも１個の送出しローラの下流に高速回転する開繊ロ
ーラが配置されている綿花または化学繊維の如き繊維材料を供給および計量する装置にお
いて、
　送出しローラ（５）がディッシュプレート（６）と協働して、繊維材料を把持して送出
すように配置され、且つ開繊ローラ（７）が送出しローラ（５）とディッシュプレート（
６）との間の把持間隙の出口に直接配置されており、
　運転時に送出しローラ（５）の回転方向（５ａ）と開繊ローラ（７）の回転方向（７ｂ
）とが互いに反対に向けられており、送出しローラ（５）の回転方向（５ａ）が反転可能
である、ことを特徴とする綿花および化学繊維の如き繊維を供給および計量するための装
置。
【請求項２】
　開繊ローラ（７）が複数のピン（７ａ）を備えており、これらのピン（７ａ）の間に、
幅方向に見て隙間が存在している請求項１記載の装置。
【請求項３】
　開繊ローラ（７）が４００～６００ｍ／ｓｅｃの周速を有している請求項１または２記
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載の装置。
【請求項４】
　開繊ローラ（７）が２００～３００ｍｍの直径を有している請求項１から３までのいず
れか１項記載の装置。
【請求項５】
　送出しローラ（５）の周速が調節可能である請求項１から４までのいずれか１項記載の
装置。
【請求項６】
　ディッシュプレート（６）が位置固定である請求項１から５までのいずれか１項記載の
装置。
【請求項７】
　ディッシュプレート（６）が、ばねの如き付勢手段によって負荷されて可動である請求
項１から５までのいずれか１項記載の装置。
【請求項８】
　送出しローラ（５）とディッシュプレート（６）との間の把持間隙の大きさが調節可能
である請求項１から７までのいずれか１項記載の装置。
【請求項９】
　送出しローラ（５）が針布（５ａ）を有している請求項１から８までのいずれか１項記
載の装置。
【請求項１０】
　送出しローラ（５）の周速が１～２ｍ／ｍｉｎである請求項１から９までのいずれか１
項記載の装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０までのいずれか１項に記載の装置が、繊維混合物を製造するために複数
個配置されているシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は上下に相前後して接続して配置されて繊維材料が装入される２個のホッパと、該
２個のホッパの下流に配置された計量装置から成り、上側のホッパの下端部は少なくとも
１個の低速回転する送出しローラによって閉じられ、下側のホッパの下端部は少なくとも
１個の制御可能な遮断フラップによって閉じられ、前記少なくとも１個の送出しローラの
下流に高速回転する開繊ローラが配置されている綿花または化学繊維の如き繊維材料を供
給および計量する装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
公知の装置において、上側のホッパは２つの低速回転する送出しローラによってその下端
部が閉じられており、両ホッパの下流に高速回転する開繊ローラが接続されている。下側
のホッパは両送出しローラと、それらの下流に配置されている開繊ローラとによって供給
される。この装置では、両送出しローラの間の締付けギャップが開繊ローラに対して比較
的大きい間隔を有していることが不都合である。高速回転する開繊ローラは低速で送られ
る繊維材料を離れている把持間隙から引き取るが、この場合比較的長い繊維だけが把捉さ
れて、比較的粗大なフロックが形成される。そのために装置の調量精度は制約されている
。さらに、２本の送出しローラを使用することは、構造および組立のコストがかかる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、上記の短所を回避して、特に構造が単純で、繊維材料に対する改善され
た調量精度を可能にする、冒頭に記載した種類の装置を提供することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
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上記課題を解決するために本発明の装置は、送出しローラがフィードローラとしてのディ
ッシュプレートと協働し、開繊ローラが送出しローラ（フィードローラ）とディッシュプ
レートとの間の把持間隙の出口に直接配置されているようにした。
【０００５】
【発明の実施の形態】
本発明によれば、上側のホッパの下端部に配置された唯一の送出しローラが２重機能を果
たす。すなわち、送出しローラはホッパから出る繊維材料に対する単独の送出しローラと
して働き、同時にディッシュプレートと共に、開繊ローラに繊維材料を供給するためのフ
ィードローラとして働く。唯一の送出しローラとディッシュプレートからなる装置を送出
し装置および供給装置として使用することは、構造的に単純である。フィードローラとデ
ィッシュプレートとの間の把持間隙の出口が、開繊ローラに直接配置されている。すなわ
ち、把持間隙は開繊ローラの近傍にある。そうすることによって比較的短い繊維が締め付
けられて把捉され、比較的少量の繊維が開繊ローラによって把捉されて開繊されるので、
開繊ローラによって比較的小さいフロックが形成される。微細なフロックは調量を持続的
に改善するので、より正確な計量が達成され、総じて装置による精密化が可能にされてい
る。
【０００６】
送出しローラの回転方向が反転可能であることが合理的である。そうすることによって、
いわゆる後追いを避けるために可逆的な供給が生じる。すなわち、送出しローラが停止し
ている状態でも開繊ローラ（ビータ）によって締付けポイントから繊維材料が制御されず
に引き取られることはない。運転時に送出しローラ（フィードローラ）の回転方向と開繊
ローラの回転方向とが互いに反対に向けられていることが好都合である。開繊ローラがピ
ンを備えており、これらのピンの間に、幅方向に見て隙間が存在していることが有利であ
る。このようにすると、連行される空気流はわずかである。開繊ローラが約４００～６０
０ｍ／ｓｅｃの周速を有していることが好ましい。この方策により、連行される空気流が
さらに減少する。開繊ローラが約２００～３００ｍｍの直径を有していることが合理的で
ある。この方策により、連行される空気流がさらに減少するので、開繊ローラによって抜
き取られる繊維材料の渦運動が避けられる。
【０００７】
送出しローラ（フィードローラ）の周速が調節可能であることが好都合である。このため
に電子制御調節装置、たとえばマイクロコンピュータと接続されたサーボモータなど、回
転数を調節できる駆動モータが設けられている。繊維混合物を製造するために複数の装置
が存在していることが有利である。計量容器に種々の繊維品目もしくは繊維種類が装入さ
れる。ディッシュプレートが位置固定であることが好ましい。ディッシュプレートが、た
とえばばね負荷されて可動であることが合理的である。送出しローラとディッシュプレー
トとの間の締付けギャップの大きさが調節可能であることが好都合である。送出しローラ
が針布を有していることが好都合である。フィードローラの周速が１～２ｍ／ｍｉｎであ
ることが有利である。
【０００８】
【実施例】
以下に、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
図１に繊維材料を供給および計量する装置、すなわち計量供給装置１が示されている。計
量容器２の上方には相前後して配置された２つのホッパ３、４が存在しており、これらの
ホッパ３、４に繊維材料が装入される。上側のホッパ３は制御可能な低速回転する送出し
ローラ５によって下端部が閉じられており、その下流に高速回転する開繊ローラ７が配置
されている。送出しローラ５はフィードローラとしてディッシュプレート６と協働して配
置され、開繊ローラ７の針布７ａが送出しローラ５とディッシュプレート６との間の把持
間隙の出口に直接配置されている。ホッパ３および４の上方には装入装置として、たとえ
ば繊維材料搬送ファン（図示しない）と接続している導管１４が存在している。計量容器
２の下方には、フロック混合装置１１の一部である搬送ベルト１０が存在している。



(4) JP 4694662 B2 2011.6.8

10

20

30

【０００９】
上側のホッパ３には、充填高さセンサとして光電池１７が付属している。下側のホッパ４
は下端部が（たとえば空気圧シリンダ１２によって）制御可能な２つの遮断フラップ８ａ
、８ｂによって閉じられている。遮断フラップ８ａ、８ｂは、それぞれピボット９ａ、９
ｂを中心にして回転可能である。計量容器２は、回転中心１５ａ、１５ｂを中心にして矢
印Ａ′、Ａ″もしくはＢ′、Ｂ″の方向に旋回可能な底部フラップ１１ａ、１１ｂによっ
て下端部が閉じられている。送出しローラ５は旋回可能な駆動モータ１８、たとえば直流
モータが付属している。
１３で開繊ローラ７の駆動モータが示されている。
運転時には計量容器２は最初に高速動作で充填され（初期充填）、それから低速動作でフ
ロック状に補給される（追加充填）。
【００１０】
光電池１７、送出しローラ５のための駆動装置、たとえば電動モータ１２、遮断フラップ
８ａ、８ｂのための駆動装置９および底部フラップ１６ａ、１６ｂのための駆動装置は、
共通の電子制御調節装置（図示しない）に接続されている。
送出しローラ５および開繊ローラ７の回転方向が、図１および図２に湾曲した矢印５ａも
しくは７ａによって示されている。送出しローラ５は時計方向に回転し、開繊ローラ７は
時計と反対方向に回転する。送出しローラ５の針および開繊ローラ７のピンは５ｂもしく
は７ｂで示されている。Ｃは繊維フロック空気混合物を表し、Ｄ１、Ｄ２は分離された空
気流を表し、ＦおよびＧは繊維フロックを表している（矢印）。
【００１１】
図３に示すように、送出しローラ５は矢印５′ａの方向に回転し、開繊ローラ７は矢印７
ａの方向に回転する。そうすることによって送出しローラ５が逆転されると、不都合にも
開繊ローラ７によって把持間隙からそれ以上繊維材料が引き出されることがない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の繊維材料を供給および計量する装置の一例を示す略示側面図である。
【図２】ディッシュプレートと協働するフィードローラとして形成された送出しローラお
よびその下流に配置された開繊ローラを示す側面図である。
【図３】逆方向に回転する送出しローラを開繊ローラの関係で示す略示側面図である。
【符号の説明】
２…計量容器
３、４…ホッパ
５…送出しローラ
６…ディッシュプレート
７…開繊ローラ
８ａ…遮断フラップ
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